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令和 6年 6月の法改正により、一部加算の新設・区分の変更が行われました。 

 

令和 6年 6月から算定するサービスや加減算に変更がある場合は、令和 6年 6月分の 

「保険請求予定実績」の入力を行う前にシステムの設定の変更が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

本書の内容をご確認いただき、次の作業を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ お使いのシステムとは異なるシステム（サービス種）の画面を用いて説明している場合があります。

お使いのシステムやサービス種に読み替えてお読みください。 

 

  

 

本書に記載の設定変更は、令和 6年 5月提供分の入力作業がすべて終わってから行ってください。 

－設定－ 

１．管理設定 

1-1. 加算体制の設定 

２．加算初期設定 

2-1. 事業所加算設定の変更  

３．総合事業について ※総合事業の対象システムのみ 

3-1. 市町村版総合事業単位数表マスタ設定 ファイル取り込み 

４．週間パターン・保険請求予定実績 

4-1. 週間パターン設定の更新  ※週間パターン使用システムのみ 

4-2. 週間パターン設定一括更新  ※週間パターン使用システムのみ 

4-3. 保険請求予定実績の入力 

参考１．令和６年５月までの加算項目と６月以降の処遇改善加算の対応について 

参考２．通所リハビリテーション「施設等の区分」が大規模Ⅰおよび大規模Ⅱの対応に

ついて 

 

2024 年 6 月－介護報酬改定対応版 

＜予定実績入力前の設定について＞ 
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１．管理設定 

「管理設定」から事業所の設定を変更します。以下の手順を行ってください。 

※令和 6年 6月からの加算体制に変更がない場合は、設定不要です。 
 

1-1. 加算体制の設定 

（１）メイン画面の上部メニューから「システム動作環境」＞「管理設定」をクリックします。 

 

 

  

 

 

 

 

（２）「加算体制」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「加算体制」画面が開きます。年月日の入力欄に「令和 6年 6月 1日」と入力します。 

「サービスの選択」欄でサービスの区分を選択し、「決定」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）「前回の履歴をコピーします！」と表示された場合は、「ＯＫ」をクリックします。 

 

 

 

  

① 「令和 6 年 6 月 1 日」と入力します。 

③「決定」をクリックします。 

②「サービスの選択」欄で 
サービスの区分を選択します。 

「管理設定」をクリックします。 

「ＯＫ」を 
クリックします。 

「加算体制」をクリックします。 
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（５）提供サービスを選択し、すぐ下の「その他該当する体制等（詳細）」に表示されている内容を確認

します。「その他該当する体制等（詳細）」の内容に変更がある場合は、「サービス訂正」をクリッ

クします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）画面下部の「その他該当する体制等」を確認し、内容を変更する項目をクリックします。 

「詳細(複数選択可)」から該当する選択肢をクリックし、「決定」をクリックします。 

※「詳細(複数選択可)」の項目で選択肢を複数選択する場合は、キーボードの「Ctrl」を押し 

ながら順にクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）変更する項目の数の分だけ、手順（６）を繰り返します。 

※手順（５）の画面で提供サービスの項目が複数登録されている場合は、「戻る」をクリックし、 

すべての項目について手順（５）～（６）を繰り返します。 

 

  

② 該当する選択肢を 
クリックします。 

③「決定」をクリックします。 

① 項目を選択します。 

・処遇改善加算の体制については、18 ページをお読みください。 
・通所リハビリテーションの施設等の区分については、19 ページをお読みください。 

① 提供サービスを選択します。 

②「その他該当する体制等（詳細）」の 
表示内容を確認します。 

③ 内容に変更がある場合は、 
「サービス訂正」をクリックします。 
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（８）設定が終わりましたら、①「戻る」→②「戻る」の順にクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）事業所内で他のサービス（介護・地域密着型・予防・総合事業サービス）を提供している場合は、 

手順（３）～（８）を繰り返します。 

 

（１０）「変更」をクリックし、管理設定の「登録」をクリックします。「閉じる」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

① 

②「登録」をクリックします。 

③「閉じる」をクリックします。 

①「変更」をクリックします。 
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２．加算初期設定 

「加算初期設定」から「保険請求予定実績」の入力に関わる設定を変更します。 

以下の手順を行ってください。 

2-1. 事業所加算設定の変更 

（１）メイン画面の「予定・実績管理」を選択し、「加算初期設定」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「事業所加算画面」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「変更」をクリックします。有効開始年月を「令和 6年 6月」に変更し、「決定」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）確認メッセージが表示されます。「ＯＫ」をクリックします。 

 

 

「事業所加算画面」を 
クリックします。 

「加算初期設定」を 
クリックします。 

②「令和 6 年 6 月」に変更します。 

③「決定」をクリックします。 

①「変更」を 
クリックします。 
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（５）算定するすべての加減算の項目について、左側の「使用」のチェックが入っていることと、 

「事業所全体」のチェックが入っていることを確認します。チェックが無いものがあれば 

チェックを入れます。 

※「事業所全体」の列に「設定不可」と表示されている加減算は、加算初期設定での登録は 

不要です。（該当の加減算は、保険請求予定実績から直接入力を行います。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月から、従来算定していた「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ支援加算」

が「処遇改善加算」に統合され、区分がⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ1～14のいずれかに変わります。 

算定する処遇改善加算の区分をご確認の上、変更が必要な場合は上記の加算初期設定を

行ってください。 

～令和 6年 5月 令和 6 年 6月～ 

処遇改善加算（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ） 

特定処遇改善加算（Ⅰ・Ⅱ） 

ベースアップ支援加算 

処遇改善加算 

（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・V1～14 

のいずれか） 

① 算定する加減算項目の 
「使用」にチェックがあること 
を確認します。 

② 算定する加減算項目の 
「事業所全体」に 
チェックがあることを 
確認します。 

処遇改善加算について、下記 
「ご注意」をお読みください。 
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（６）総合事業サービスを提供している場合は、「サービス種」を総合事業サービス（A2や A6）に切り 

替えます。算定するすべての項目について左側の「使用」のチェックを入れ、「事業所全体」の 

チェックを入れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）「登録」をクリックし、「閉じる」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

② 算定する項目の 
「使用」にチェックを入れます。 

③ 算定する項目の「事業所全体」 
にチェックを入れます。 

① 総合事業サービスに変更します。 

①「登録」をクリックします。 

②「閉じる」をクリックします。 
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３．総合事業について ※総合事業の対象システムのみ 

令和 6年 6月からの改正内容に対応した総合事業サービスの予定実績を入力するには、市区町村が 

公表している総合事業単位数表マスタ（ＣＳＶファイル）をシステムへ取り込む必要があります。 

以下の取り込み作業を行ってください。 

※ 総合事業を利用するすべての利用者の市区町村について、単位数表マスタ（ＣＳＶファイル）の 

取り込みが必要です。 

 

3-1. 市町村版総合事業単位数表マスタ設定 ファイルの取り込み 

（１）該当の市区町村のＨＰ等を確認し、単位数表マスタ（ＣＳＶファイル）をお使いのパソコン 

に保存します。 

 

（２）メイン画面の「設定」から「市町村版総合事業単位数表マスタ設定」をクリックします。 

 

（３）左上部にある「単位数表マスタ取り込み」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

（４）「ＣＳＶファイルの選択」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）手順（１）で保存した単位数表マスタ（ＣＳＶファイル）を選択し、「開く」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「単位数表マスタ取り込み」を 
クリックします。 

「ＣＳＶファイルの選択」を 
クリックします。 

① 単位数表マスタ（ＣＳＶファイル） 
を選択します。 

②「開く」を 
クリックします。 
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（６）ファイルの内容が表示されます。「取り込み開始」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）確認メッセージが表示されますので「はい」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

（８）取り込み完了のメッセージが表示されますので「ＯＫ」をクリックします。 

「閉じる」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）取り込みを行った保険者名を選択します。適用期間に「令和 6年 6月 ～」と表示されている 

ことを確認し、「閉じる」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

  

「取り込み開始」を 
クリックします。 

① 保険者名を選択します。 

②「令和 6 年 6 月 ～」と 
表示されたことを確認します。 

 
※市町村によっては、以下の履歴になる場合がありますが、 

 取り込みができている状態です。 

③「閉じる」を 
クリックします。 

②「閉じる」を 
クリックします。 

「はい」を 
クリックします。 

①「ＯＫ」を 
クリックします。 
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４．週間パターン・保険請求予定実績 

 

 

 

 

 

 

4-1. 週間パターン設定の更新  ※週間パターン使用システムのみ 

 

各利用者の週間パターンにて令和 6年 6月から算定する加減算の削除や追加を行ってください。 

週間パターンを使用していない場合はこの作業は不要です。 

 

処遇改善加算が変更になる場合は、一括で算定する加算に変更することができます。 

以下の「4.2週間パターン設定の一括更新」の手順を行ってください。 

 

4-2. 週間パターン設定の一括更新  ※週間パターン使用システムのみ 

処遇改善加算Ⅰから処遇改善加算Ⅱに変更になる場合を例に説明します。 

（１）メイン画面の「予定・実績管理」を開き、画面上に現在利用のある利用者全員が表示されて

いる状態にします。「全選択」をクリックし、「週間パターン一括展開」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②「全選択」を 
クリックします。 

④「週間パターン一括展開」を 
クリックします。 

①「予定・実績管理」を 
開きます。 

③ 利用者全員が選択されます。 

・以下の手順は、本書の「２．加算初期設定の変更」の完了後に行ってください。 

（令和 6年 6月以降の情報が未設定の場合、週間パターン等の更新がうまくいかないことがあります。） 

・総合事業の場合、一括更新の対象は「A2訪問型サービス（独自）」「A6通所型サービス（独自）」のみです。 
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（２）年月を「令和 6年 6月」に変更し、「週間パターン変更」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

（３）週間パターン設定画面が表示されますので、「決定」をクリックします。 

※「氏名」欄に表示されている利用者はどなたでも問題ありません。 

 

 

 

 

（４）「サービスコード更新」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）メニューが表示されますので、「一括へ」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

（６）「サービスコード一括更新（週間パターン設定）」画面が表示されます。 

年月が「令和 6年 6月」と表示されていることを確認し、「更新内容」欄の（「基本サービ

ス」と「加算初期設定の加算」のうち）「加算初期設定の加算」のみチェックを入れます。 

「対象加算を選択」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

②「週間パターン変更」を 
クリックします。 

① 年月を「令和 6 年 6 月」に 
変更します。 

「サービスコード更新」を 
クリックします。 

①「令和 6 年 6 月」と表示 
されていることを確認します。 

②「加算初期設定の加算」のみ 
チェックを入れます。 

③「対象加算を選択」を 
クリックします。 

「決定」を 
クリックします。 

「一括へ」を 
クリックします。 
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（７）【令和 6年 6月以降算定しない加算を削除します。手順（７）～（１４）】 

加算の選択画面が表示されます。 

令和 6年 6月以降算定しない加算を選択し、「決定」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）「更新が必要なサービスコードのみ更新一覧に印刷する」のチェックを外します。 

「全選択」をクリックし、「更新チェック」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

（９）確認メッセージが表示されますので、「ＯＫ」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）更新一覧のプレビューが表示されますので、内容を確認します。 

令和 6 年 6 月以降算定しない処遇改善加算に取り消し線が付いていることをご確認ください。 

※ 内容に誤りがある場合は一旦画面を閉じ、修正を行ってください。 

確認が終わりましたら、「閉じる」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① チェックを外します。 
②「全選択」を 

クリックします。 
③「更新チェック」を 

クリックします。 

③「決定」を 
クリックします。 

①令和 6 年 6 月以降算定しない加算を選択します。 

例）処遇改善加算Ⅰ→処遇改善加算Ⅱに変更になる

場合は、処遇改善加算Ⅰを選びます。 

②「閉じる」をクリック 
します。 

① 内容を確認します。 

「ＯＫ」を 
クリックします。 

②「削除」と表示されている

ことを確認します。 
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（１１）続けて「一括更新」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１２）確認メッセージが表示されます。内容を確認し、「はい」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

（１３）メッセージが表示されますので、「ＯＫ」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

（１４）更新一覧のプレビューが表示されますので、内容を確認します。 

令和 6 年 6 月以降算定しない処遇改善加算に取り消し線が付いていることをご確認ください。 

確認が終わりましたら、「閉じる」をクリックします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「一括更新」を 
クリックします。 

「はい」を 
クリックします。 

「ＯＫ」を 
クリックします。 

① 内容を確認します。 

②「閉じる」をクリック 
します。 



    KYO2.91R10 

Copyright (C) 2024 conduct Corporation                                               page 14/22 

（１５）引き続き「加算選択」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１６）【令和 6年 6月以降算定する加算を追加します。 手順（１６）～（２３）】 

加算の選択画面が表示されます。 

令和 6年 6月以降算定する加算を選択し、「決定」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１７）「更新が必要なサービスコードのみ更新一覧に印刷する」のチェックを外します。 

「全選択」をクリックし、「更新チェック」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

（１８）確認メッセージが表示されますので、「ＯＫ」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

  

「加算選択」をクリックし
ます。 

① チェックを外します。 
②「全選択」を 

クリックします。 
③「更新チェック」を 

クリックします。 

「ＯＫ」を 
クリックします。 

③「決定」を 
クリックします。 

①令和 6 年 6 月以降算定する加算を選択します。 

例）処遇改善加算Ⅰ→処遇改善加算Ⅱに変更になる

場合は、処遇改善加算Ⅱを選びます。 

②「追加」と表示されている

ことを確認します。 



    KYO2.91R10 

Copyright (C) 2024 conduct Corporation                                               page 15/22 

（１９）更新一覧のプレビューが表示されますので、内容を確認します。 

令和 6 年 6 月以降算定する処遇改善加算に〇が付いていることをご確認ください。 

※ 内容に誤りがある場合は一旦画面を閉じ、修正を行ってください。 

確認が終わりましたら、「閉じる」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２０）続けて「一括更新」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

（２１）確認メッセージが表示されます。内容を確認し、「はい」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

（２２）メッセージが表示されますので、「ＯＫ」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

  

②「閉じる」をクリック 
します。 

「はい」を 
クリックします。 

「一括更新」を 
クリックします。 

「ＯＫ」を 
クリックします。 

① 内容を確認します。 
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（２３）更新一覧のプレビューが表示されますので、内容を確認します。 

令和 6 年 6 月以降算定する処遇改善加算に〇が付いていることをご確認ください。 

確認が終わりましたら、「閉じる」をクリックします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２４）予防または総合事業を提供している場合 

「変更」をクリックし、「予防」または「総合事業」を選択します。 

「決定」をクリックし、同様に手順（７）～（２３）を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２５）すべての利用者の更新が終わりましたら、「閉じる」をクリックします。 

 

 

 

 

 

（２６）すべての利用者の週間パターンを順に開き、令和 6年 6月から算定する加減算が入力画面に 

反映していることを確認します。 

 

 

 

 

  

①「変更」をクリックします。 

②「予防」または「総合事業」
を選択します。 

③「決定」をクリックし、続けて 
手順（７）～（２３）を行います。 

「閉じる」を 
クリックします。 

令和 6年 6月から算定する加減算が 
反映していることを確認します。 

① 内容を確認します。 

②「閉じる」をクリック 
します。 
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4-3. 保険請求予定実績の更新 

令和 6年 6月分の保険請求予定実績の入力を行うことができます。 

予定・実績の新規入力または週間パターン展開を行ってください。 

 

令和 6年 6月分の保険請求予定実績の入力をすでに行っている場合は、 

各利用者の令和 6年 6月から算定する加減算の内容を修正してください。 

 

 

 

予定実績作成前の設定は以上です。 
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参考１：令和６年５月までの加算項目と６月以降の処遇改善加算の対応について 

処遇改善加算は、一本化され、6月から新しい区分に変更になります。 

6月以降の体制履歴の登録が無い場合、2024/6/1からの新しい体制履歴を追加します。 

バージョンアップで以下のように自動で変更されます。 

 

令和６年５月までの加算項目の状態 
令和６年６月からの 

処遇改善加算（新加算） 

処遇改善加算 特定処遇改善加算 ベースアップ等支援加算 新加算（Ⅰ～Ⅴ） 

Ⅰ Ⅰ あり 加算Ⅰ 

Ⅰ Ⅱ あり 加算Ⅱ 

Ⅰ なし あり 加算Ⅲ 

Ⅱ なし あり 加算Ⅳ 

Ⅰ Ⅰ なし 加算Ⅴ（１） 

Ⅱ Ⅰ あり 加算Ⅴ（２） 

Ⅰ Ⅱ なし 加算Ⅴ（３） 

Ⅱ Ⅱ あり 加算Ⅴ（４） 

Ⅱ Ⅰ なし 加算Ⅴ（５） 

Ⅱ Ⅱ なし 加算Ⅴ（６） 

Ⅲ Ⅰ あり 加算Ⅴ（７） 

Ⅰ なし なし 加算Ⅴ（８） 

Ⅲ Ⅱ あり 加算Ⅴ（９） 

Ⅲ Ⅰ なし 加算Ⅴ（10） 

Ⅱ なし なし 加算Ⅴ（11） 

Ⅲ Ⅱ なし 加算Ⅴ（12） 

Ⅲ なし あり 加算Ⅴ（13） 

Ⅲ なし なし 加算Ⅴ（14） 

 

上記の一覧表を参照し、事業所の「その他該当する体制等」 ＞「介護職員等処遇改善加算」の設定内容

を確認してください。 
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参考２：通所リハビリテーション「施設等の区分」が大規模Ⅰおよび大規模Ⅱの対応について 

 

「施設等の区分」が大規模Ⅰまたは大規模Ⅱの場合は、既存の区分が廃止され、6月から新しい区分

に変更になります。 

6月以降の体制履歴の登録が無い場合、2024/6/1からの新しい体制履歴を追加します。 

大規模Ⅰおよび大規模Ⅱは、バージョンアップで以下のように自動で変更されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※大規模（特例）に該当する場合は、訂正が必要です。2024/6/1からの体制履歴にて 

サービス削除を行い、再設定が必要です。次ページの手順を行ってください。 

 

  

令和 6年 5月までの施設等の区分  

 

 

 

 

 

 

→ 

令和 6年 6月からの施設等の区分 

通常規模 

通常規模の事業所 

(病院・診療所) 

通常規模 

通常規模の事業所 

(病院・診療所) 

通常規模の事業所 

(介護老人保健施設) 

通常規模の事業所 

(介護老人保健施設) 

通常規模の事業所 

(介護医療院) 

通常規模の事業所 

(介護医療院) 

大規模Ⅰ 

大規模の事業所(Ⅰ) 

(病院・診療所) 

大規模 

大規模の事業所 

(病院・診療所) 

大規模の事業所(Ⅰ) 

(介護老人保健施設) 

大規模の事業所 

(介護老人保健施設) 

大規模の事業所(Ⅰ) 

(介護医療院) 

大規模の事業所 

(介護医療院) 

大規模Ⅱ 

大規模の事業所(Ⅱ) 

(病院・診療所) 

大規模の事業所 

(病院・診療所) 

大規模の事業所(Ⅱ) 

(介護老人保健施設) 

大規模の事業所 

(介護老人保健施設) 

大規模の事業所(Ⅱ) 

(介護医療院) 

大規模の事業所 

(介護医療院) 

 

大規模※ 

（特例） 

大規模の事業所(特例) 

(病院・診療所) 

大規模の事業所(特例) 

(介護老人保健施設) 

大規模の事業所(特例) 

(介護医療院) 

 

変更なし 

変更あり 
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＜操作手順＞ 

6月以降「大規模の事業所（特例）」に該当する事業所の場合は、以下の設定を行ってください。 

 
（１） メイン画面左上の「システム動作環境」＞「管理設定」をクリックします。 

管理設定画面で「加算体制」をクリックし、「サービス」タブを開きます。右側の有効期間に表示されて

いる「令和 6 年 6 月 1 日～」の期間で「決定」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

（２） 「提供サービス」に登録されている「大規模の事業所」を選択し、「サービス削除」ボタンをクリックし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）確認のメッセージが表示されます。「はい」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 「大規模の事業所」をクリックし、 

② 「サービス削除」をクリックします。 

「はい」をクリックします。 

① 「令和 6年 6月 1日～」をクリックし、 

②「決定」をクリックします。 
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（３） 「サービス追加」ボタンをクリックし、「16 通所リハビリテーション」を選択し、「施設等の区分」で 

「大規模の事業所（特例）」のうち、該当する区分を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）「詳細(複数選択可)」から該当する加減算をクリックし、「決定」をクリックします。表示されている、 

すべての該当する加減算にについて、詳細を設定してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「大規模の事業所（特例）」の 

該当する区分をクリックします。 

①「サービス追加」をクリックします。 

②「通所リハビリテーション」 

をクリックします。 

①変更する加算を選択します。 

③「決定」をクリックします。 

②該当する加算を選択します。 
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（４） 該当する加算項目を設定したら、①「戻る」→②「戻る」→③「登録」の順にクリックし、 

加算体制の変更を登録します。「閉じる」をクリックして終了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、設定は完了です。 

 

③ 

② 

① 


